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著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
・
新
旧
対
照
表

○
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
が
認
め
ら
れ
る
者
）

（
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
が
認
め
ら
れ
る
者
）

第
二
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百

第
二
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に

二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す

掲
げ
る
者
と
す
る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
聴
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
が
認
め
ら
れ
る
者
）

（
聴
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
が
認
め
ら
れ
る
者
）

第
二
条
の
二

法
第
三
十
七
条
の
二
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

第
二
条
の
二

法
第
三
十
七
条
の
二
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項

百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

の
各
号
に
掲
げ
る
利
用
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

る
利
用
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

一

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
号
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
利
用

次
に
掲
げ
る
者

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
利
用

次
に
掲
げ
る
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
条
の
二

法
第
四
十
七
条
の
二
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

第
七
条
の
二

法
第
四
十
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
と
す
る
。

一

法
第
四
十
七
条
の
二
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

一

法
第
四
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
複
製

当
該
複
製
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
複
製

む
。
）
に
規
定
す
る
複
製

当
該
複
製
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
複
製
物
に
係
る
著
作

物
に
係
る
著
作
物
の
表
示
の
大
き
さ
又
は
精
度
が
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
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物
の
表
示
の
大
き
さ
又
は
精
度
が
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

法
第
四
十
七
条
の
二
（
法
第
八
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

二

法
第
四
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
公
衆
送
信

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置

む
。
）
に
規
定
す
る
公
衆
送
信

次
の
い
ず
れ
か
の
措
置

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
削
る
）

２

法
第
八
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
の
二
の
政
令
で
定
め

る
措
置
は
、
同
条
に
規
定
す
る
複
製
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
複
製
物
に
係
る
著
作
物
の

表
示
の
大
き
さ
が
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に

す
る
こ
と
と
す
る
。

第
七
条
の
五

法
第
四
十
七
条
の
六
（
法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項

第
七
条
の
五

法
第
四
十
七
条
の
六
（
法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る

を
含
む
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
出
版
権
の
登
録
の
申
請
書
）

（
出
版
権
の
登
録
の
申
請
書
）

第
三
十
二
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

第
三
十
二
条

法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
登
録
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
に
係
る
出
版
権
に
関
す
る
登
録

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申
請
に
係
る
出
版
権
に
関
す
る
登
録

が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番

が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
に
そ
の
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番

号
を
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

号
を
記
載
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

設
定
行
為
に
対
価
の
額
又
は
そ
の
支
払
の
方
法
若
し
く
は
時
期
の
定
め
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
定
め

二

設
定
行
為
で
定
め
ら
れ
た
存
続
期
間
（
設
定
行
為
に
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ

三

設
定
行
為
で
定
め
ら
れ
た
存
続
期
間
（
設
定
行
為
に
定
め
が
な
い
と
き
は
、
そ

の
旨
）

の
旨
）

三

設
定
行
為
に
法
第
八
十
条
第
二
項
及
び
第
八
十
一
条
た
だ
し
書
の
別
段
の
定
め

四

設
定
行
為
に
法
第
八
十
条
第
二
項
及
び
第
八
十
一
条
た
だ
し
書
の
別
段
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め


